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米国連邦政府の政策言平価

・ 1993年G6vernment PerfOrmance and Results
ACt(CPRA)成立

・ 全ての政府機関 (省庁、研究所等)に適用

・ 向こう3-5年間の達成目標を含む戦略計画の策定

・ 戦略計画に沿つて年次業績目標の設定 :

・ 前年度の目標達成の程度に関する年次報告書の
作成

・ 定期的な事業評価を行い、事業毎に成功・失敗を
判断

・ 業績に基づいて予算を増減



米国公衆衛生実績基準プ回グラム (1)

(National Public Health Perfё rrnance Standard Program)
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CDC(疾病管理予防センター)が主体となり、州保健
部局連合会、市郡保健部局連合会:公衆衛生協会
等の協力で、1998年開発開始、2002年発表

・ 4つの目的 :

公衆衛生システムの日■ロ

1日 実績の標準(基準)レベルを提示
構造とプ由セスのデ■夕を系統的に収集・分析
実績の質を改善

4.保健活動の科学的基盤を強化

注)ここでいう公衆衛生システムとは、単に行政の衛生部門にとどまらず、関

歴き熟會要Яξ
的機関、医療

警開、教育機関、NGO、 ボランティア団体

2.

3.



米国公衆衛生実績基準プログラム (2)

(National Public Health Perforrnance standard Program)

・ 3つの評価レベル

①州レベル、②郡市レベル、③郡市管理機関レベル
・①～③について、10項 目の基本公衆衛生サービス

1   に基づき、評価基準を各1～ 4項目設定
:

―それぞれの評価基準について、さらに数項目の判断
基準がありtそれらを【なし、1最低限、中程度、顕著
に、最大限】の5段階で評価 (合議で実施 )。

・評価者は、①γ③で異なるが、例えば①の場合、州
政府機関t病院、保険者、市民団体、高等教育機関、
経営者団体、環境団体、郡市保健担当者等



米国公衆衛生実績基準プログラムの評価項目二監見

①州のシステム評価 ②郡市のシステム評価 ③都市の管理機関評価
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ミネソタマイルスト∵ン(1)

(ミネソタ州行政評価 )

1 1991年開夕台

・ 州民に、州の将来像を尋ねて素案作成

→州民、NGO、 教育機関からコメント

・ 4カテゴリー (人々、コミュニティと民主主義、

経済、環境)、 19目 標、70指標を用いた評価

方式

`住民、コミュニティ、行政が目標達成への道
筋をたどることができる



ミネソタマイルストー≫(2)

(「健康」に関連す蝠も颯 )

目標「全ての子ども達は健康で、学校で学ぶ準備ができている」

指標8.低出生時体重

指標9.スケジュール通りの予防接種

指標10.就学前の幼児の発育
当:   

目標「ミネソタ州民は健康である」

指標 15:健康保険

指標 16.乳児死亡率

指標 17.平均寿命

指標18.早死に

指標 19口 喫煙・たばこ使用

指標20.自殺



オレゴンシャインズ(Oregon shines)(1)

(オレゴンIjllll行政言平価 )
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・ 1989年 OregOn Prottrё ss B6ard(議長 :りH知事)設置
,1991年議会承認、1993年最初の進捗報告書
・ 2回改訂 (現在、オレゴンシャインズⅢ)

:3目標、8分野、91指標を用いた評価
目指標設定の基準

①社会全体をカバー ②3目 標に関連
③努力ではなく結果を強調 ④測定可能
⑤比較可能 ⑥政策に生かせる

⑦州民に理解可能



オレゴンシャインズ (Oreg◎ n shines)(2)

(「健康Jに関すめ鶴標 )

指標39.十代妊娠

指標40.出産前ケア

指標41.乳児死亡率

指標42.予防接種

中   指標43a.HⅣ新規感染者数

指標43b口 人口10万対HIV感染者

指標44.成人非喫煙者数

指標45.予防可能な死

指標46.主観的健康度

指標47:手ごろな価格の保育サービス

指標48.利用可能な保育サービス



英国の政策評価 (政府が実施するもの)

【評価方法】        ■
・実施評価

(ヽ1)実験的方法 (ランダム化比較試験、回帰分断デザイン、
マッチングモデル、単純事前事後比較モデルなど)  .

I   (2)準実験的方法(時系列モデルなど)
07   (3)質的評価(フオーカスグループインタビュ∵、デルフアイ法

など)

【評価制度】
・ 実績管理制度

「公共サ■ビス協定(PSA)」とその下位目標の「サTビス供
給合意 (DSA)」 に基づく行政評価システム |

出典 :Da宙

`P.POlicy EvaluaJo,い

the∪ ntted Kingddm,2004.

Pttme Minister's Strategy Unit,UK Cabinet Ottce
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英国の公共サ‐ビス合意 (PSA)
・ 業績管理の枠組み

・ 各省庁が今後3年間で達成すべきアウトカムロ標を
財務省との協議で決定

・ 目的→目標→業績目標→指標 の構造
・ 2007年改訂で、30PSA、 153キ旨標を設定
暉2007年以降、省庁完結型から省庁横断型PSAヘ

→政府全体の優先順位に基づいて策定
・ 財務省の組織がPSAについてモニタリング、評価

→首相、財務相に直接報告



-62-



曽根構成員提出資料2

健康影響評価

由   (Health lmpact Assessment:HIA)
:



欧 JJllllにおけるHIA
: ・ 政策や事業が集団の健康にどのような影響を与え

るかを予測‐言平価するための二連のプロセス、方法
■  のこと             |  ■

・ 1990年代から巨∪(欧州連合)で発達 |

ょ  ・ 政策の事前評価に使用  ■   |
I  

・ 保健医療分野以外の政策にも適用 |
・ 利益と不利益の両方を評価    |
・ 意思決定に役立てることが最終目的

‐

ム近年の欧llllllで の「Health in AII Policiё s(すべての
政策に健康の視点を)Jに大きな役割|



英国の例 l

口「飲

'西

の健康影響低減国家戦

略指針」についてのHIA

・「戦略指針」文書から、政策措
´
置の抽出

口各政策措置の実行に関連する

利害関係者、対象集団の確認
口「戦略指針」の政策措置と健康
影響との関連を概念モデル化

※肝がん、肝硬変、アルコール

依存といつた狭義の健康影響
だけでなく、社会的健康規定

要因全般を考慮したモデルを
作成

〆
″・・

‐
1~~‐・ヽ・

、

l F8Plly ,
ヽ __.___´ ./.

飲酒の害を低減する戦―田各に関する日IA

一、』」′ノ̈スヽヽヽ
、ヽ、

〓
　』
・」
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健康影響評価 (HIA)の 5つのステップ

1.提案された政策を対象とすべきかどうかを決定 |

2口 実施方法の決定と準備 (体制、予算、スケジュール  |
など)

31政策によつて起こる可能性のある健康影響とその
:   科学的根拠の検討       |

0                                                  、

T・  4.上 記評価に基づき、健康上の不利益を軽減し、利
益を増やすための提言      |   ‐

5.①HIAが政策形成に役立つたかの評価、②政策実
施後生じた健康影響の短期的日長期的評価

・PDCAサイクルのP(立案)→ D(実施)のプロセスに
組み込んで適用することができる  .
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わが国の例 l

久留米市中核市移行に伴う健康影響評価
目的

久留米市の中核市としての政策・施策・事業が:市民に及ぼ
す健康影響を評価する

方法

迅速HIAの手順である,スクリーニングタスコービングフアセ
スメントの実施と結果の報告の形でまとめた。

結果
1.中核市となり保健所が新設されることは大きな意義があ
ることがわかった。
2:中核市移行のポジティブ面は、住民の健康への関心の上
昇や行政側の保健サービスの向上
3.ネガティブ面は、特定地区での保健サービスや住民基本
健診の受診率の低下,行政側の仕事量の増加や財政不足

出典 :久留米大学医学部環境医学講座.久留米市中核市移行に伴うイ建康影響評
価の結果報告.2008年 12月
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後評価仰具体的な方法

1:ケーススタデイ 1     1
2日 前後比較デザイン    |
3.準実験デザイン     |

i   4.ランダム化比較試験   |
7   5.質的評価 (インタビ三一、フォニカスグ

ループディスカッション等) |
6日 経済的評価方法 :費用効果分析など

・事業内容口規模による使い分け
・評価手法の適応の標準化
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評価の流れ
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策目的

↓

インプット(資源の投入 )

 ヽ  ↓

プロセス(内部活動 )

↓

アウトプット(財・サニビス)

↓

アウトカム (効果・目的達成)

口それぞれを混同じないことが重要



政策評価の主体

1.内部評価 :施策等を担当する行政機関によ

るもの

| 二施策は熟知、客観性低い  .
:

ギ  2.準内部評価 :総務省行政評価局等による
省庁横断的なもの

3.外部評価 :当該行政機関以外によるもの

(第三者機関、会計検査1院 t市民団体等)

→客観性高いt施策の理解が不足しがち
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地域保健活動の評価 (検討事項 )

・ 誰が (国、都道府県、保健所、市町村)、

・ イ可の目的で、

・ 誰に対して、   |
・ イ可について、

・ どのような手法を用いて、

・ どのような仕組み・枠組みで行うのか

そして、

・ その結果をどうまとめ、_

・ どう生かすのか
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調査研究に関する
ム
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科学的知見を政策へ生かす方策

国は科学的知見 (内外の研究論文や調査結
果)を集積し、系統的に分析し、報告書にまと・

める

都道府県でも、上記に沿つた形で、域内の状
況を系統的にまとめる    |
成果を審議会や議会等へ提出するなど政策
決定に生かす取り組みが必要 |

国民t県民、マスコミヘの正確な科学的情報
の提供にも役立つ



調査研究に関するデータ集積のあり方 (案 )

―
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調査・研究結果を行政施策に活かせる環境を整えるためには?

科学的かつ集積された世界中の地域保健サービスの向上に資する
知見を有効に活用できる環境の構築に向けた検討が今後必要である。

●

　

　

　

　

●

各試験研究機関、地方の研究機関が行つた調査口研究のデータ
ベースをレビューし、レベルに応じて整理された知の集積を行う必要
がある。

さらに、世界中の知見も視野に入れた知の集積を行う必要がある。

そうした知の集積が、事前・事後評価を含めた行政施策の推進に活
用されるために、今後、システム化を図つていくことが重要である。




